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介護保険制度改正の概要
介護人材の確保と定着化促進を目指して
　～秋田県介護人材確保対策事業が始まります～

特集
子ども・子育て支援新制度が
　　平成27年４月から本格スタート



　

平
成
２
年
の
１
・
57
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、

国
は
、
20
年
以
上
に
わ
た
り
様
々
な
少

子
化
対
策
や
子
育
て
支
援
策
を
打
ち
出

し
て
き
ま
し
た
が
、
財
源
が
ネ
ッ
ク
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
ど
、
昨
年

か
ら
の
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
主
な
財

源
と
し
て
、
社
会
全
体
で
子
育
て
を
支

え
る
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」

が
整
い
、
こ
の
４
月
か
ら
本
格
ス
タ
ー

ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

え
幼
児
期
の
学
校
教
育
や
保
育
、
子

育
て
支
援
の
提
供
に
つ
い
て
計
画
を

策
定
し
、給
付
や
事
業
を
行
い
ま
す
。

　

国
や
県
は
、
実
施
主
体
と
な
る
市

町
村
の
取
組
を
制
度
面
や
財
政
面
で

支
え
て
い
き
ま
す
。

（５）　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
設
置

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
関
係
者

や
当
事
者
が
、
計
画
づ
く
り
の
プ
ロ

セ
ス
に
参
画
で
き
る
よ
う
、
自
治
体

に
地
方
版
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
を

設
置
す
る
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

秋
田
県
内
で
は
県
や
全
て
の
市
町

村
が
設
置
し
て
い
ま
す
。

（１）　
「
保
育
に
欠
け
る
」か
ら「
保
育
の

必
要
性
」へ

　

保
育
所
利
用
の
要
件
を
「
保
育
に

欠
け
る
」
か
ら
子
育
て
中
の
親
子
の

実
情
に
合
わ
せ
て「
保
育
の
必
要
性
」

に
改
め
、
対
象
を
拡
大
し
ま
す
。

（２）　

３
つ
の
認
定
区
分
を
設
定

　

就
学
前
の
教
育
や
保
育
の
利
用
を

希
望
す
る
子
ど
も
が
、
年
齢
や
保
育

の
必
要
性
の
有
無
に
基
づ
き
１
号
か

　

長
期
に
わ
た
り
続
く
少
子
化
は
、
結

婚
・
出
産
・
子
育
て
の
希
望
の
実
現
を

諦
め
る
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
や
、
子

育
て
に
不
安
を
抱
え
る
親
が
多
い
こ
と

が
原
因
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
経
済
状
況
や
雇
用
の

問
題
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

が
質
・
量
と
も
不
足
し
、
待
機
児
童
が

な
か
な
か
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
、
既
存

の
子
育
て
支
援
制
度
が
財
源
を
含
め
縦

割
り
に
な
っ
て
お
り
、
全
国
一
律
の
基

準
で
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
育
て

支
援
が
提
供
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
等

の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
国
は
、
平
成
24
年
に
成
立

し
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
関
連
３
法

に
よ
り
、
保
育
の
量
的
な
拡
大
の
ほ
か
、

教
育
・
保
育
の
質
の
向
上
や
地
域
の
子

育
て
支
援
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
目
指

し
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（１）　

施
設
型
給
付
、
地
域
型
保
育
給
付

の
創
設
（
図
１
）

　

私
学
助
成
や
就
園
奨
励
費
、
保
育

所
運
営
費
と
、
制
度
ご
と
に
バ
ラ
バ

ラ
だ
っ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
関

係
の
予
算
を
統
合
し
、
認
定
こ
ど
も

園
、
幼
稚
園
、
保
育
所
・
施
設
の
財

政
支
援
を
一
本
化
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
幼
稚
園
に
は
、
施
設
型

給
付
を
受
け
ず
、
従
来
型
の
私
学
助

成
を
選
べ
る
選
択
肢
を
残
し
て
い
ま

す
。

（２）　

認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
改
善

　

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ

い
て
、
認
可
・
指
導
監
督
を
一
本
化

し
、
学
校
及
び
児
童
福
祉
施
設
と
し

て
法
的
に
位
置
づ
け
ま
す
。

（３）　

地
域
の
子
育
て
支
援
の
充
実

　

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
子
育
て

支
援
（
利
用
者
支
援
、
地
域
子
育
て

支
援
拠
点
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、

一
時
預
か
り
な
ど
「
地
域
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
」）
の
充
実
を
図

り
ま
す
。

（４）　

実
施
主
体
は
市
町
村

　

市
町
村
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま

社
会
全
体
で

　

子
育
て
を
支
え
る
制
度

１
．
実
施
の
背
景

２
．
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

３
．
関
連
す
る
主
な
制
度
改
正

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が

平
成
平
成
2727
年
４
月
か
ら
本
格
ス
タ
ー
ト

年
４
月
か
ら
本
格
ス
タ
ー
ト

秋
田
県
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

秋
田
県
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
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ら
３
号
ま
で
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

で
、
施
設
型
給
付
等
の
支
援
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
図
２
）

（３）　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
見
直
し

　

子
育
て
中
の
親
子
の
実
情
に
合
わ

せ
、対
象
年
齢
が
「
概
ね
10
歳
未
満
」

か
ら
「
小
学
６
年
生
」
ま
で
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
児
童
の
集
団
の
規
模
や
放

課
後
児
童
支
援
員
の
配
置
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設

備
や
運
営
に
関
す
る
基
準
が
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

（４）　

利
用
者
支
援
事
業
の
創
設

　

こ
の
事
業
は
、
新
制
度
で
新
た
に

設
け
ら
れ
た
事
業
で
、
子
ど
も
や
保

護
者
な
ど
が
幼
稚
園
や
保
育
施
設
、

地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
を
ス

ム
ー
ズ
に
利
用
で
き
る
よ
う
サ
ポ
ー

ト
す
る
事
業
で
す
。
県
内
で
は
平
成

27
年
度
に
は
大
館
市
ほ
か
３
市
が
取

り
組
む
意
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
切
れ

目
な
く
支
援
す
る
「
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
も
利
用
者
支
援

事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
と
し
て
示

さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
市
町
村
の
取

組
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

県
や
市
町
村
は
、
平
成
26
年
度
末
ま

で
に
今
後
５
年
間
の
取
組
内
容
を
定
め

た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を

定
め
ま
す
が
、
毎
年
、
施
策
の
実
施
状

況
等
を
点
検
、
評
価
し
、
結
果
を
公
表

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
必
要
に

応
じ
て
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
国
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
管
轄
の
市
町

村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

４
．
計
画
の
推
進

５
．
新
制
度
の
実
施
事
業
の
詳
細

◆図１ 施設型給付の概要と仕組み

◆図２　施設型給付等の支援を受ける子どもの認定区分
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平
成
12
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保

険
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
も
概
ね
３
年
ご

と
に
必
要
な
見
直
し
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

平
成
18
年
度
は
、
介
護
が
必
要
な
状

態
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
あ
る
い

は
、
た
と
え
介
護
が
必
要
と
な
っ
て
も

そ
の
軽
減
を
め
ざ
す
と
い
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
『
介
護
予
防
』
を
重
視
し
た
内

容
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
身
近
な

市
町
村
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
な

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
し
て
の
『
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
』
や
、
地
域
の
高
齢

者
の
相
談
な
ど
に
応
じ
る
総
合
的
な
支

援
機
関
で
あ
る
『
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
』
も
、
こ
の
と
き
新
た
に
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
24
年
度
に
は
、
団
塊

の
世
代
が
す
べ
て
75
歳
以
上
と
な
る

２
０
２
５
年
ま
で
に
、
介
護
・
医
療
・

住
ま
い
・
生
活
支
援
・
介
護
予
防
が
一

体
的
に
提
供
さ
れ
る
『
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
』
を
構
築
し
、
で
き
る
限
り

住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を

め
ざ
す
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
制
度
内
容
の
充
実
が

図
ら
れ
て
き
た
一
方
で
、
増
え
続
け
る

介
護
給
付
費
と
介
護
保
険
料
の
上
昇
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
27

年
度
の
改
正
は
、
持
続
可
能
な
制
度
と

な
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
向
け
た
取
組
や
、
公
平
な
費

用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
重
点
化
・

効
率
化
な
ど
の
観
点
か
ら
見
直
し
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

主
な
改
正
点
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

２
０
２
５
年
に
は
、
本
県
に
お
い
て

お
よ
そ
４
人
に
１
人
が
75
歳
以
上
と
な

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
年
齢
が
高

く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
慢
性
疾
患
を
は

じ
め
何
ら
か
の
疾
病
に
罹
る
、
介
護
が

必
要
と
な
る
、
あ
る
い
は
認
知
症
を
発

症
す
る
、
な
ど
の
割
合
が
高
く
な
る
こ

と
か
ら
、
医
療
と
介
護
が
連
携
し
、
さ

ら
に
そ
の
連
携
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

で
、
在
宅
で
の
生
活
を
支
え
る
体
制
整

備
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
認
知
症
対
策
と
し
て
は
、
早

期
に
認
知
症
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て

必
要
な
支
援
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
地
域
の
様
々
な
資
源
や

サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
て
高
齢
者
一
人
一

人
を
ど
う
支
援
す
る
か
を
検
討
し
た

り
、
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る
た
め
の

『
地
域
ケ
ア
会
議
』
の
推
進
や
、
高
齢
者

の
社
会
参
加
等
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

　

要
支
援
１
・
２
の
方
に
対
す
る
訪
問

介
護
と
通
所
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
市

町
村
が
行
う
事
業
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
り
多
様
な
形

で
提
供
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

移
行
の
時
期
は
、
市
町
村
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
要
介
護
１
・
２
の
方
で
あ
っ

て
も
、
平
成
27
年
３
月
31
日
の
時
点
で

既
に
入
所
し
て
い
る
場
合
や
、
認
知
症

で
あ
る
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
入

所
が
可
能
で
す
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
向
け
た
取
組
の
充
実

　

予
防
給
付（
訪
問
介
護
、
通
所

介
護
）を
市
町
村
が
取
り
組
む
地

域
支
援
事
業
に
移
行

（
平
成
27
年
４
月
１
日
施
行
）

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
新

規
入
所
者
を
原
則
要
介
護
３
以

上
に
限
定（

平
成
27
年
４
月
１
日
施
行
）

介
護
保
険
制
度
改
正
の
概
要

介
護
保
険
制
度
改
正
の
概
要

秋
田
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
課

秋
田
県
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
課
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市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
う
ち
特

に
所
得
の
低
い
65
歳
以
上
の
方
の
介
護

保
険
料
に
つ
い
て
、
公
費
を
投
入
し
て

軽
減
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
場
合
、
か
か
っ
た
費
用
の
一
割
を

利
用
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
65
歳
以
上
で
あ
っ
て
合
計

所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上
の
方
に

つ
い
て
は
、
費
用
負
担
の
割
合
が
二
割

と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
に
応
じ
て
月
の
負
担
限

度
額
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
（
高
額

介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
）、
こ
の
額

も
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
に
支

払
う
食
費
と
居
住
費
が
一
定
の
額
を
超

え
た
場
合
、
本
人
の
所
得
に
応
じ
て
そ

の
超
え
た
額
を
特
定
入
所
者
介
護
（
介

護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
（「
補
足
給
付
」）

と
し
て
給
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
人

の
所
得
だ
け
で
は
な
く
、
配
偶
者
の
所

得
や
本
人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金
等
の

資
産
（
単
身
で
一
千
万
円
以
下
、
夫
婦

で
二
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
）
も
勘

案
し
て
給
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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低
所
得
者
の
介
護
保
険
料
の
軽

減
割
合
を
拡
大

　
　
（
平
成
27
年
４
月
１
日
施
行
）

　

低
所
得
者
の
施
設
利
用
に
か
か

る
食
費
と
居
住
費
の
一
部
を
支
給

す
る
特
定
入
所
者
介
護（
介
護
予

防
）サ
ー
ビ
ス
費（「
補
足
給
付
」）

に
つ
い
て
、
支
給
要
件
に
資
産
な

ど
を
追
加　
　

（
平
成
27
年
８
月
１
日
施
行
）

　

一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
利
用

者
の
自
己
負
担
割
合
の
引
き
上
げ

　
　
（
平
成
27
年
８
月
１
日
施
行
）
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定
員
18
名
以
下
の
通
所
介
護
（
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
）
は
、
市
町
村
が
事
業
者
指

定
や
指
導
監
督
を
行
う
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
へ
移
行
し
ま
す
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
原
則
と
し
て
所
在
地
の
市
町

村
の
住
民
の
方
だ
け
が
利
用
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
給
付
の
対
象
外
で
あ
る

通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
等
の
設

備
を
利
用
し
た
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
、
利
用
者
保
護
の
た
め
、
国
が
設
備

や
人
員
要
件
に
つ
い
て
一
定
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て

い
る
旨
の
届
出
が
必
要
と
な
り
、
併
せ

て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
情
報
と
し

て
公
表
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
他
、
他
の
市
町
村
の
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
入
居
し
た
場

合
も
住
所
地
特
例
が
適
用
さ
れ
、
引
き

続
き
入
居
前
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
の

被
保
険
者
と
な
る
ほ
か
、
住
所
地
特
例

が
適
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
新

た
な
居
住
地
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
が
可
能
と
な
る
、
な
ど
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
制
度
の
改
正
と
併
せ
、
介
護
報

酬
の
改
定
も
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
全
体
で
２
・
27
％

の
減
額
改
定
と
な
る
な
か
、
在
宅
の
中

重
度
の
要
介
護
者
や
認
知
症
高
齢
者
へ

の
支
援
、
介
護
人
材
の
確
保
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
看
取
り
な
ど
に
対
し

て
手
厚
く
す
る
改
定
内
容
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　

通
所
介
護（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）等

の
設
備
を
利
用
し
て
宿
泊
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
場
合
の
設
備
要
件

や
届
出
制
の
導
入　
　

（
平
成
27
年
４
月
１
日
施
行
）

　

小
規
模
通
所
介
護（
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
）の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

へ
の
移
行（

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行
）
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高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
介
護
認
定

を
受
け
る
高
齢
者
の
増
加
や
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が
増
え
続
け
て
い
る

状
況
の
中
で
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で

は
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る

２
０
２
５
年
度
に
は
、
必
要
な
介
護
職

員
が
全
国
で
30
万
人
不
足
す
る
恐
れ
が

あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
県
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
の
進
行

に
伴
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
増
加

が
見
込
ま
れ
る
一
方
で
、
生
産
年
齢
人

口
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
現
状
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
的
な
介
護
職
員

の
安
定
的
確
保
が
課
題
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
業
務
に
対
す
る
マ
イ
ナ

ス
イ
メ
ー
ジ
な
ど
か
ら
、
介
護
職
へ
の

就
労
を
希
望
す
る
求
職
者
数
が
伸
び
悩

ん
で
い
る
な
か
、
介
護
業
界
で
は
、
人

手
不
足
の
慢
性
化
や
離
職
率
の
高
さ
な

ど
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
へ
の
影

響
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
を
受
け
、
秋
田
県
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
人
材
確
保
に
向
け
た

施
策
や
事
業
に
加
え
、
新
た
に
「
介
護

人
材
確
保
対
策
事
業
」
を
実
施
し
、
介

護
人
材
の
確
保
・
定
着
化
の
強
化
を

図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
会
で
は
、
本
事
業
を
県
か
ら
受
託

し
、
介
護
人
材
の
確
保
、
定
着
化
の
促

進
に
一
層
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
次
の
３
点
を
主
な
柱

と
し
て
実
施
し
ま
す
。

◇ 

本
会
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
秋
田

県
福
祉
保
健
人
材
・
研
修
セ
ン

タ
ー
」
の
介
護
分
野
の
求
人
求
職

に
係
る
マ
ッ
チ
ン
グ
機
能
の
強
化

◇ 

未
経
験
者
の
介
護
分
野
へ
の
新
規

就
労
支
援
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の

支
援

◇ 

職
場
環
境
改
善
に
よ
る
離
職
防
止

対
策
の
推
進

◆
介
護
人
材
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
配
置

　

・ 

県
内
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
福
祉
養
成
校

等
の
訪
問

　

・ 

求
人
・
求
職
者
の
新
規
開
拓
や

求
人
事
業
所
と
求
職
者
の
総
合

調
整
な
ど

◆
未
経
験
者
等
、
介
護
分
野
に
新
た
に

　

就
労
を
希
望
す
る
方
へ
の
支
援

　

（１）　

基
礎
講
習
会
の
開
催

　

・ 

介
護
の
仕
事
に
関
す
る
基
礎
的

な
知
識
・
技
術
の
習
得

　

（２）　

介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る
実

　
　

務
訓
練
（
期
間
雇
用
６
か
月
）

　

・ 

基
礎
講
習
会
修
了
後
、
実
務
訓

練
受
入
れ
施
設
で
の
雇
用
契
約

の
下
で
一
定
期
間
の
実
務
訓
練

　

（３）　

介
護
職
員
初
任
者
研
修
受
講
経

　
　

費
の
助
成

　

・ 

実
務
訓
練
中
の
者
が
介
護
職
員

初
任
者
研
修
を
受
講
す
る
際
の

経
費
の
助
成

◆
理
学
療
法
士
の
派
遣

　

・ 

介
護
職
離
職
の
要
因
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
腰
痛
等
の
予
防
対

策
の
普
及
・
促
進

◆
専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
社
会
保
険
労

　

務
士
、
中
小
企
業
診
断
士
）
の
派
遣

　

・ 

給
与
体
系
や
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の

整
備
な
ど
、
雇
用
管
理
等
の
改

善
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

◆
介
護
分
野
へ
の
就
労
希
望
者
向
け
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
機
能
の
強
化

　

・ 

介
護
の
仕
事
や
魅
力
の
発
信

　

・ 

求
人
情
報
等
の
発
信

　

・ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
対
応

　

・ 

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
な
ど
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
サ
ー
ビ
ス
）
を
活
用
し
た
情

報
発
信　

な
ど

介
護
人
材
の
確
保
と
定
着
化
促
進
を
目
指
し
て
！

介
護
人
材
の
確
保
と
定
着
化
促
進
を
目
指
し
て
！

〜
平
成

〜
平
成
2727
年
度
か
ら

年
度
か
ら

　　

秋
田
県
介
護

秋
田
県
介
護
人
材
確
保

人
材
確
保
対
策
事
業
が
始
ま
り
ま
す
〜

対
策
事
業
が
始
ま
り
ま
す
〜

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人  

秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会

秋
田
県
社
会
福
祉
協
議
会

マ
ッ
チ
ン
グ
機
能
の
強
化

介
護
従
事
者
の
定
着
促
進

介
護
の
仕
事
の
情
報
発
信

介
護
従
事
者
新
規
就
労
の
支
援
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